
盛岡市介護予防ケアマネジメント実施要綱 

平成29年３月31日市長決裁 

改正 

 令和元年８月29日市長決裁 

 （趣旨） 

第１ この要綱は，第１号介護予防支援事業（以下「介護予防ケアマネジメント」という。）の実

施に関し，必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２ この要綱における用語の意義は，この要綱において定めるもののほか，介護保険法（平成９

年法律第 123号。以下「法」という。），介護保険法施行令（平成10年政令第 412号），介護保

険法施行規則（平成11年厚生省令第36号），介護予防・日常生活支援総合事業の適切かつ有効な

実施を図るための指針（平成27年厚生労働省告示第 196号），地域支援事業実施要綱（平成18年

６月９日老発第 0609001号厚生労働省老健局長通知）及び盛岡市介護予防・日常生活支援総合事

業実施要綱の例による。 

（事業の実施） 

第３ 介護予防ケアマネジメントは，盛岡市に事業所を置く地域包括支援センター（以下「センタ

ー」という。）において実施する。 

２ センターは，法第 115条の47第５項の規定に基づき，介護予防ケアマネジメントの一部（第７

第１項第２号に規定するケアマネジメントＣを除く。）を法第46条第１項に規定する指定居宅介

護支援事業者（以下「居宅介護支援事業者」という。）に委託することができる。 

（対象者） 

第４ この事業の対象者は，総合事業実施要綱第５各号に規定する者とする。ただし，法第58条第

１項の規定に基づき，現に介護予防サービス計画費の支給を受けている者を除く。 

（介護予防ケアマネジメントの基本方針） 

第５ 介護予防ケアマネジメントは，利用者が可能な限りその居宅において，自立した日常生活を

営むことができるように配慮して行われるものでなければならない。 

２ 介護予防ケアマネジメントは，利用者の心身の状況，その置かれている環境等に応じ，利用者

の選択に基づき，利用者の自立に向けて設定された目標を達成するために，当該目標を踏まえ，

多様な事業者から適切な保健医療サービス及び福祉サービスが総合的かつ効率的に提供されるよ

う配慮して行われるものでなければならない。 

３ 介護予防ケアマネジメント受託者は，介護予防ケアマネジメントの提供に当たっては，利用者

の意思及び人格を尊重し，常に利用者の立場に立って，利用者に提供されるサービスが特定の種

類又は特定第１号事業者による提供に不当に偏することのないよう，公正かつ中立に行わなけれ

ばならない。 



４ 介護予防ケアマネジメント受託者は，介護予防ケアマネジメントの事業の運営に当たっては，

市町村（特別区を含む。以下同じ。），地域包括支援センター，老人福祉法（昭和38年法律第 

 133号）第20条の７の２第１項に規定する老人介護支援センター，指定居宅介護支援事業者，他の

介護予防ケアマネジメント受託者，介護保険施設及び住民による自発的な活動によるサービスを

含めた地域における様々な取組を行う者等との連携に努めなければならない。 

（事業の内容） 

第６ センターは，介護予防ケアマネジメントの実施において，介護予防と自立支援の視点を踏ま

え，対象者の心身の状況，その置かれている環境その他の状況に応じて，対象者自らの選択に基

づきサービスが包括的かつ効率的に実施されるよう専門的な視点から次に掲げる必要な業務を行

う。 

(1) 対象者からの相談受付及び総合事業の説明 

(2) 基本チェックリストの実施 

(3) 介護予防ケアプラン（以下「ケアプラン」という。）原案の作成 

(4) サービス担当者会議（サービス事業に関する知識を有する職員が介護予防サービス・支援計

画書（介護予防ケアマネジメントによる支援により居宅要支援被保険者等ごとに作成される計

画をいう。以下同じ。）の作成のために介護予防サービス・支援計画書の原案に位置付けたサ

ービス事業の担当者を招集して行う会議をいう。）の開催 

(5) ケアプランの確定，交付 

(6) サービス提供事業者等との連絡調整 

(7) 介護予防サービスの提供状況の把握 

(8) モニタリング 

(9) 実績報告 

（介護予防ケアマネジメントの類型） 

第７ 介護予防ケアマネジメントは，対象者の状態，利用するサービス等を踏まえて，次に掲げる

類型のいずれかを行う。 

(1) ケアマネジメントＡ 介護予防支援に準じた原則的な介護予防ケアマネジメント 

(2) ケアマネジメントＣ 初回のみの介護予防ケアマネジメント 

２ 前項第２号に掲げるケアマネジメントＣにおいては，第６第７号から第９号までに掲げる業務

を行わないものとする。 

（介護予防ケアマネジメント類型の適用） 

第８ 第７第１項に規定する介護予防ケアマネジメントの類型は，別表第１に掲げるサービスの区

分に応じて適用するものとする。ただし，ケアマネジメントＡの実施にあたっては，短期集中型

通所サービスと介護予防相当サービス（介護予防訪問介護相当サービス又は介護予防通所介護相

当サービスをいう。）とを併用することができないものとする。 



（事業費） 

第９ センターは，介護予防ケアマネジメントを実施した場合，次の事業費を請求することができ

る。 

(1) 介護予防ケアマネジメント費 

(2) 初回加算 

(3) 介護予防小規模多機能型居宅介護事業所連携加算 

２ 前項に規定する事業費の算定要件等については，指定介護予防支援に要する費用の額の算定に

関する基準（平成18年厚生労働省告示第 129号）の規定を準用する。 

３ 事業費の単価は，別表第２に定める額とし，介護予防ケアマネジメント費におけるケアマネジ

メントＡについては１月あたりの単価，ケアマネジメントＣについては１回あたりの単価とする。 

４ １単位当たりの単価は，10円とする。 

５ 介護予防ケアマネジメントに係る事業費の請求に対する審査及び支払に関する事務は，法第 

 115条の47第６項の規定に基づき岩手県国民健康保険団体連合会に委託して行うものとする。 

（利用者負担） 

第10 この事業の利用者負担は，無料とする。 

（その他） 

第11 この要綱に定めるもののほか，介護予防ケアマネジメントの実施に関し必要な事項は，市長

が別に定める。 

（実施期日） 

第12 この要綱は，平成29年４月１日から施行する。 

   改正文(令和元年８月29日市長決裁) 

 この要綱は，令和元年10月１日から施行する。この場合において，改正後の盛岡市介護予防ケア

マネジメント実施要綱の規定は，同日以後に提供された介護予防ケアマネジメントについて適用し，

同日前に提供された介護予防ケアマネジメントについては，なお従前の例による。 

別表第１（第８関係） 

ケアマネジメント類型 サービスの区分 

ケアマネジメントＡ 介護予防訪問介護相当サービス 

介護予防通所介護相当サービス 

短期集中型通所サービス 

ケアマネジメントＣ 住民支え合い型訪問サービス 

一般介護予防事業 

上記に掲げる以外の保健福祉サービス等 

 

 



別表第２ 

区分 単位 

介護予防ケアマネジメント費 １月につき 431単位 

初回加算 １回につき 300単位 

介護予防小規模多機能型居宅介護事業所連携加算 １回につき 300単位 

 


